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産苧連携をめぐる産学問のコンフリクトは,｢く産のシステム)としての大学｣ ｢(学のシステム)

としての大学｣という2つの大学モデルの衝突で説明できる.産学双方が大学を(産のシステム)

と見る場合は研究管理型産学連携,双方が (学のシステム)と見る場合は学術研究型産学連携が

成 り立つが,モデル不一致の場合には品質管理問題や知財権者問題が生ずる.
産学連携コーディネー トにおいては将来ニーズ,将来シーズの仮想マッチングといった思考実

験や,リスクやコス トをふまえたコンフリクト管理が重要である.大学がどこまで ｢産｣たるこ

とを追求するか,あるいは追求しつつも ｢学｣たりうるかは,それ自体が産学連携の課題であろ
ラ.

Conflictsinherentinindustry-universityCOOPerationcanbeexplainedbythecollisionoftwo

universitymodels;"universltyaS 'industrysystem"ラand "universityaS 'academiasystem'=･
Management-orientedresearchtypeorindustry-universityCOOperationisrealizedwhenboth

industryanduniversityregarduniversityaS"industrysystem･"Science-orientedresearchtypeis
realizedwhenbothsidesregarduniversltyaS"aCademiasystem."However,incaseof-disagreement,

qualitycontrolproblemsorstrugglesforintellectualpropertyarise.
Athinkingexperimentsuchasvirtualmatchingofcorporateneedsandtechnologyseedsin

thefutureandmanagementofconnictsregardingcostsandrisksareimportantinliaisonworks

betweenindustryanduniverslty.How farauniversityPursuesitselfasindustry,yetbeing
academiasimultaneously,isthemajorissueorindustry-universltyCOOperation･
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1.はじめに

産学連携学会では産学連携を ｢産業セクターと大

学セクターを本格的に架橋 し,それによって 『学術

研究に基礎付けられた産業』を活発化することを目

指す諸活動の総称｣(設立趣意書)ととらえている｡

同趣意書はまた｢産の蓄積の学における体系的展開｣

｢学の知見の産における効率的検証｣の重要性を指摘

している.しかし,我々コーディネータが日常的に

直面するように,産学連携はコンフリクトに満ちた

現象でもある.

日本の産学連携は学問を産業振興の方法論の一つ

として位置づけた明治初期にさかのぼる.その中で

は ｢工学部｣を世界ではじめて大学に設置するとい

う画期的な施策がとられた.しかし大学制度の手本

をドイツ･アカデミズムに求めたことともあいまっ

て,国家機関としての大学が個々の企業と顕示的な

接触を持つことははばかられることになった.ここ

で必要になった教員と企業の個別接触を正当化した

のが,大学への寄付金が寄付者の意向で配分される

ことを定めた ｢官立学校及び図書館会計法｣(1890
年)であった.第 2次大戦後の占領政策下には,逮

に独占禁止法のもとで国家公務員たる国立大学教官

が企業と接触することが強 く制限されたが,ここで

も ｢奨学寄付金｣制度が資金チャンネルとして機能

する.それは高度経済成長期には卒業生リソースと

の交換材料にもなっていった1,2).

ところが 1980年代の受益者負担論 としての産学
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協同論や,それを背景とする国立大学の ｢共同研究

センター｣の順次設置,先鋭な私立大学による産学

連携の事業化の試みを経て,1990年代後半以降,ア

メリカをモデルとする産学連携が期待を集めるよう

になる2).世界規模の職烈な技術革新競争の中で大

学があらためて知的 リソースとして評価される一

方,経済成長の鈍化のもとで大学に投じうるリソー

スが限界に直面したことは,国立大学の法人化や知

的財産の原則機関帰属といった一連の法制に帰着し

た.さらにこの過程で人々の学問観が変容をきたし

た可能性もある.それは例えばマイケル ･ギボンズ

の ｢モード2科学｣のコンセプトが注目されたこと

や3),特許出願 と学会発表を両立させ,発表をプロ

モーションに活用することも許容する ｢プロパテン

ト学術研究｣の方法論が浸透しつつあることにも現

れている.

しかし,その中で生じてきたのが｢く産のシステム)

としての大学｣｢く学のシステム)としての大学｣ と

いう2つの大学モデルである.産学連携をめぐる産

学問のコンフリクトは,この2つのモデルの｢衝突｣

で説明できる部分が少なくない｡

2.2つの大学モデル とその衝突

大学とは何か.- 本稿で大学モデルというのは

この問いに対する解答として人々に受け入れられて

いる大学観のことである.それは価値観 も伴い,大

学に対する期待の核心を構成する.まず｢(産のシス

テム)としての大学｣モデルは大学を一種の企業 と

みなす.そこでは大学は経済原理に導かれるもので

あり,組織目標に照らして合理的な資源配分が行な

われ,大学そのものが投資の対象にも,マーケット

メカニズムによる淘汰の対象ともされる.このモデ

ルのもとでは産学連携は企業間の ｢取引｣であり,

大学はその根拠として知的財産権を重視しなければ

ならない.むろん知識を体系的に整理し,演縛的 ･

帰納的に発展させる知的営為としての学問が閑却さ

れることはない.しかしそれは公共財 として別途確

保されるべきもので,大学経営からはいったん切 り

離して考えられる.

それとは反対に,大学そのものを公共財 と想定す

大学側の大学モデル

<産のシステム>

∧
学
の
シ
ス
テ
ム
∨

知財権者問題 l! 研究管理型産 学 連 携

<学のシステム>

図 1 大学モデルの衝突

るのが ｢く学のシステム)としての大字｣モデルであ

る.その中核にあるのは学問それ自体は富を生まな

いという字間観である.その一方で学問は社会の重

要な基盤であり,よってこれを社会全体で支えなけ

ればならないと考える.そのための社会制度である

大学は経済原理では運営されえない.また,統合さ

れた目標に基づく資源配分が可能とも考えない.産

学連携の本質は異なる世界の間の ｢インターフェー

ス｣であり,それが順調に機能しているかぎりで知

的財産権はことさら主張するほどのものではない.

むろんこの立場においても大学の淘汰は否定されな

いが,マーケットメカニズムでそうなるべきとは考

えないのである.

以上はマックス ･ウェーバーの ｢理念型｣のひそ

みに倣った意図的極論であり,実際の大学には両面

がある.しかし,一種の思考実験 として産業側の大

学モデルと大学側の大学モデルの衝突を想定するこ

とで,現実に生じている現象を位置づけていくこと

も可能である (図 1).

3.産学連携 と産学連携 コンフリク ト

産業側の大学モデルと大学側の大学モデルがとも

に く産のシステム)である場合,そこに成立するの

が ｢研究管理型産学連携｣である.企業は大学に資

金を与え,大学は (あるいは産学双方から成る管理

組織は)その配分を通して研究管理を行なう.むろ

ん研究であるからには商業的成功を約束するもので

はないが,研究者の内発的かつstate-of-the-artsを

十分参照した問題関心は高いパーフォーマンスを示

すだろう.これが関係者間の合意をふまえた知財管

理によって裏付けられることは言うまでもない.釈

究管理型産学連携ではコーディネータはその権限と

責任においてプロジェクトを推進する,いわば主人

公である.少なくとも一定期間はリソース提供側の

影響力を遮断しつつ一騎当千の学者たちを動かし,

逆にそれをテコとして企業側 との折衝にあたる.順

調であれば管理経費 も十分確保 される.コーディ

ネータが論理的説得力を備え,事務手続の本質を見

抜いた効率的なプロセス管理に長けていれば,いっ

そう有力であろう.

一方で産学双方の大学モデルがともに 〈学のシス

テム)である場合,｢学術研究型産学連携｣が成 り立

つ.もちろん企業側は直接的な成果や富の創出を期

待しないわけではないが,期待は決して大きなもの

ではなく,よって提供されるリソースも比較的小さ

い.それでも基本的に (学のシステム)を奉じる研

究者にとっては十分なことが多 く,むしろこの接触

を通 して得られる新しいパースペクティブに大きな

価値を与える.このタイプの産学連携の場合,主人

公は教員であり企業側担当者である.コーディネー

タは両者の奉公人として側面支援に徹し,活動コス

トはそのサービスの対価として獲得できる程度にす

ぎないが,力量あるコーディネータは企業教員双方

にとっての ｢コンサルタント｣たることもできよう.
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研究成果や研究活動自体の意味を見抜き,他分野の

動向にも照らして発展の方向性を提言する,学術研

究 と知財確保の両立を可能にするプロセスやロジッ

クを示す,マーケテイングや起業に関する情報提供
を行なうなどはその重要な機能である.

しかしなが ら産学の大学モデルが一致 しない場

令,コンフリクトが生じる.企業側が く産のシステ

ム)たる大学に研究を発注したつもりでいるのに大

学側が 〈学のシステム)に立脚 していると,期待と

成果のギャップは大きくなりがちである.これを｢品

質管理問題｣ と呼ぶこともできよう.コーディネー

タは両者の板挟みになり,その状況はコーディネー

タの威信問題 という形をとることもある.ここで一

つのファクターは ｢ユニバーシティ･ガバナンス｣

におけるリエゾンオフィスの位置づげである.大学

のシステムとして十分な威信や リソースをリエゾン

オフィスに与えず,特にリエゾンオフィスが活動コ

ス トを教員や企業に依存している場合,状況はいっ

そう困難になる.

さらに大学側が (産のシステム)としての立場を

主張するゆえに問題が生ずることがある.それは大

学側が知財の権利化に要するコス トを十分負担でき

ない状況下に権利主張する場合に生じがちである.

外国出願が研究開発投資の前提であるにもかかわら

ず未出願のケース,本来特許を実施 しえない大学が

不実施補償 を求めることに対 して企業が反発する

ケースなどがそれである.権利配分や出願負担の問

題は特に ｢別途協議｣を許さない企業 との共同研究

契約において生じがちで,実施許諾をめぐる交渉 も

含めて各大学はさまざまな工夫を展開しているが,

抜本的な解決は見出せていない.多 くの企業は長期

にわたって大学が (学のシステム)をとってきたこ

とを前提に体制を整えてきた経緯があり,問題の発

生そのものが企業側に｢く学のシステム)としての大

学｣モデルの選択を迫る状況 もあるが,少なくとも

知的財産権の争奪 という意味で,このタイプのモデ

ル不一致のもとに生ずる問題群を ｢知財権者問題｣

と名付けておきたい.

ここで筆者が指摘 したいのは,以上の局面のすべ

てが ｢産学連携｣を構成していることである.つま

り,コンフリクトも含めて産学連携なのである.昨

今,｢包括連携｣の名のもとに多 くの産学連携プロ

ジェクトが研究管理型を指向するようになっている

が,学術研究型のそれにも固有の意義がある.しか

も教員の多 くは予算状況も念頭に置いてさまざまな

タクティクスを創出しつつあり,(∋企業 との個別協

議に基づいて ｢民間等 との共同研究｣を ｢奨学寄附

金｣に逆シフトさせる,②資金提供を伴わない (あ

るいは大半を奨学寄附金や兼業 という形で処理す

る)共同研究契約を結ぶ,③発明創出を期待できる

｢強い研究｣とそうでない｢弱い研究｣を区別 し,モー

ドを変えつつ企業 と対応するといった方式の発生が

多 くの国立大学法人設置大学で観察されている.

全国的に注目されることのもう一つは,｢共同研究

センター｣と ｢知的財産本部｣の関係である.両纏.

織に与えられている権限,スタッフの価値観,行動

様式には一般にかなり相違がある.前者は学内サー

ビス機関としての役割を追求しつつ後者にバックオ

フィスたることを期待するが,後者は後者で大きな

権限を背景に独自のフロントオフィスを持 とうとす

る.組織的には両者を統合しているケースも出てい

るが,真に一体的な運営がなされている大学は稀 と

思われる.これらの事情 も背景 として,特に巨大大

学では部局やキャンパスごとにリエゾンオフィスが

立ち上がる傾向が強まろう.

4.知財管理だけが産学連携か

知的財産権の確保やその運用は法人格を持つ大学

にとって重要なことである.しかし,その過度な強

調は産学連携を損ないかねない.特に運営費の大半

が国費でまかなわれている国立大学法人の場合,私

的権利の主張に十分な社会的根拠が認められている

か疑わしい,もちろん知的財産権の｢原則機関帰属｣

を定めた知的財産基本法は厳然 として存在する.し

かし法律 とは要するに国会議員が寄 り合い,官僚 と

相談しながら多数決で決めるテンポラリーなルール

にすぎない.それが実効性を持つかどうかは,その

法律が社会常識にどの程度根付いているかで決まる

ことである.

知的財産基本法が基本 とするのは ｢知的創造サイ

クルの構築｣という概念である.大学も法人 として

知的財産をいったん確保することでその流通を促進

することができ,それによって徹底される受益者負

担が大学における研究開発のリソース確保に貢献す

る.契約先の多様化で公平性 も担保する.これは決

して否定されるべき言説ではないが,あくまでマク

ロ論理すなわち総論レベルの論理であることに注意

しなければならない.つまりこの言説は個別企業に

は必ずしも説得力を持たないのである.ここで必要

なのはミクロ論理であるが,その成立や受容には｢相

場感｣の共有が不可欠である.大学の知的財産はい

かなる確率でどれぐらいのベネフィットを企業にも

たらすのか.そもそも産学共同研究は誰にとってど

のようなコス トとベネフィットがあるのか.おのれ

に有利な状況操作はどこまで許されるのか.このよ

うなことについての感覚が共有されることによっ

て,コス トとベネフィットの共有に向けた議論が可

能になる.

この間題はより大きなフレームワークで考える必

要もある.筆者はかつて産学連携を産業界-学界レ

ベルのそれと企業-大学レベルのそれを区別し,さ

らに両者間の相互作用を考察するツールとして ｢産

学協同の二層モデル｣を提案した1).前者において十

分調整がついていることが後者における問題発生を

許容しているというのが結論の一つであったが,そ

の後,企業-大学レベルに共同研究センターや知財

本部 といった学内機関が設けられたことで事態は

いっそう複雑化 した.｢産学連携の三層モデル｣4,5)

(図 2)は研究者レベルを含めた三層がそれぞれ異な
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図 2 産学連携の三層モデル

る論理で動き,異なる生態を持っていることを指摘

したものである.例えば国の競争的研究資金がプロ

ジェクト採択にあたって産学連携を重視する傾向が

あるが,それが企業-大学レベルや研究者レベルの

リアクションを十分に計算に入れないとすれば,｢産

学連携の箱物化｣も生じうる.研究管理型産学連携

は産業界-学界レベルに由来する産学連携モデル,

学術研究型産学連携は研究者レベルに由来する産学

連携モデルという面があるが,前者では研究開発の

官僚化,後者では不十分な特許公開のために知識の

囲い込みが生じるおそオ輯iある.

このように産学連携は今後も試行錯誤を続けなけ

ればならないが,であればこそ我々は何に意義を認

めてそうするのかを常に確認していかなければなら

ない.その中でも特に知的財産の運用が果実を生む

という命題には留保が必要である.アメリカでも知

財運用が黒字を出していることは少ないとされる.

それでもやら･なければならないのが産学連携である

なら,望ましい産学連携における適切な知財管理の

あり方がコスト面を含めて議論されなければならな

い.我々はしょせん制度の子であり,与えられたポ

ジションで力を尽 くすことしかできないのだが,本

当に迷ったときに従うべきフィロソフィーをあらか

じめ考えておくことは決して無駄ではない.

5.今後の課遺

産学連携の本質は産学問の深い知的交流に基づ く

新しい価値の発見であり,その具体化である.その

点で ｢ニーズとシーズのマッチング｣というキャッ

チフレーズには問題がある.企業はシーズだからと

いってうかっに受け入れることをしない.すなわち

同じ基本技術でもある場合はシーズであり,ある場

合はシーズではないのである.そもそも企業が新し

い要素を研究開発に取り込む場合,それを担ってい

るのが誰であるかを含め,生じうると目されたあら

ゆる事態を吟味する｡その慎重な評価プロセスの中

で,さらに特定のシーズを一部なりとも取り込むこ

とによって,企業側のニーズが変容することも多い.

また教員力富野行の企業側ニーズの解決を真に自らの
問題 とすることも考えにくい.だからここで大事な

のは現在のニーズやシーズではなく,企業の長期展

望に基づく将来的なニーズや学術研究が可能にしう

る将来的なシーズである.そして (関係者間の秘密

保持協定を前提 として行われる)両者の仮想マッチ

ングと,そのブレークダウンによる産学連携研究の

計画立案である.その意味でここでコーディネータ

に求められているのは ｢思考実験 としてのコーディ

ネー ト｣ といっていい.

だからこそ野心的な産学連携ほどリスクも大き

い.社会における産学連携 リスクの受容が十分であ

れば,｢産学連携保険｣によるリスクのコス ト化 も可

能になると思われるが,産学連携のコス トさえ社会

に十分に認識されていない状況ではそれも難しいで

あろう.そして教員も ｢機会コス ト｣を負う.当該

プロジェクトにコミットしていなければなしえたか

もしれない発見を犠牲にしているという意味で,敬

員 もコス トを負っているのである.双方のコス トを

双方が認識 して こそ共同で リスクが負 え,ベネ

フィットの配分も受容される.その原則のもとで行

なわれるべき ｢コンフリクト管理 としてのコーディ

ネー ト｣も,研究管理型産学連携であれ学術研究型

産学連携であれ,コーディネータの主務である.

さて,産学連携は ｢学術研究に基礎付けられた産

業｣を活発化することを通して世界をより知的にす

る可能性がある.それは科学技術を深 く内在化し,

社会的なリソース配分のもとでこそ学術研究も存立

しうる現代社会において当然期待されてよいことで

あるが,そのあり方の検討は大学 という社会制度の

本質に関する議論を要請する.日本の大学が ｢研究

開発産業｣｢知識サービス産業｣に本格的に変身する

可能性がないとも言えないが,大学が本当にビジネ

スとしての自立を求められれば,学生を ｢商品化｣

せざるをえない.また,認識や知識そのものの商品

化は,出版を含むマスメディアに対抗できるのだろ

うか.

大学がどこまで ｢産｣たることを追求するか,あ

るいは追求しつつも ｢学｣たりうるかは,それ自体

が産学連携の課題である.
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